
地震発生時及び南海トラフ地震臨時情報発表時等の対応について 
  

小牧市立陶小学校 

１ 突発的な地震発生時の対応について 

状況 登・下校時 在校中 校外活動中 在宅時 
震 度
４ 
以下 

危 険 を 感 じ
る 揺 れ の 場 合
は、安全に気を
付 け て 自 宅 か
学 校 の ど ち ら
か 近 い 方 に 移
動します。 

安全を確認
し、通常通り
活動します。 

 安全を確認
し、原則計画
通り活動しま
す。 

 登校準備中に危険を
感じる揺れがあった場
合は、保護者・児童本人
の判断を優先して行動
します。安全確認後、登
校します。 

震 度
５ 弱
以上 

原則教育活動を中止し、保
護者への引き渡しを行いま
す。引き渡しができなかった
児童は学校に留めおきます。 

 保護者・児童本人の
判断を優先して行動し
ます。教育活動につい
ては、市や教育委員会
と対応を協議し、決ま
り次第、保護者に連絡
します。 

 
２ 南海トラフ地震臨時情報の発表時の対応について 

状況 登・下校時 在校中 校外活動 在校時 
① 調査中 
② 巨大地震注意 
④ 調査終了 

安全を確認し、原則
通常通り教育活動を継
続します。 

①②③発表後
の実施について
は、中止・延期
を検討します。  
活動中に①②③
が発表された場
合は、活動を中
断し帰校しま
す。帰校が困難
な場合は、在留
する自治体の指
示に従います。 

 原 則 通 常 通
り登校します。 

③ 巨大地震警戒  巨大地震の発生に留
意しつつ、校外学習を
除いて原則教育活動を
行います。授業後、安全
を 確 認 し て 下 校 し ま
す。部活動は中止にし
ます。 
 状況に応じて、校長
が早下校の判断をし、
保護者への引き渡しの
措置をとることがあり
ます。 

 原 則 通 常 通
り登校します。 

 「③巨大地震警戒」が発表された場合、原則教育活動を継続し、授業後ただち
に下校させます。また、状況を確認し、校長の判断で臨時休校の措置をとるこ
とがあります。その際は、市や教育委員会と連携し、対応を協議します。 

 
 
 
 
 
 
 
 



３ 特別警報・J―ALART《アラート》(全国瞬時警報システム)への対応について 
 
 ○ 特別警報 
   重大な災害の発生が切迫している場合、気象庁が発表する最大級の警告です。

これまでの警報の基準を大きく超え、数十年に一度しか起こりえない非常に危
険な状況で発令されます。気象に関する６種類（大雨・暴風・高潮・波浪・暴風
雪・大雪）のほか、津波・火山・地震に関するものがあります。 

 
 
 ● 特別警報が発令された場合 
  ① 暴風警報発令時と同じ対応を行います。 
  ② 解除後の対応についても暴風警報に準じます。 
 
 
 ○ J-ALART《アラート》（全国瞬時警報システム）とは 
   弾道ミサイルや緊急地震速報など、即時対応が求められる事態に関する情報

を国が人工衛星を使って送信し、市町村の防災無線などで自動的に住民に伝達
するシステムです。その他に、テロなどの武力攻撃や特別警報、記録的短時間大
雨情報、土砂災害警戒情報なども含まれます。 

 
  
 ● J-ALART《アラート》発令された場合 
  ① 登校以前に J-ALART が発令された場合は、登校を見合わせ自宅で待機させ

てください。 
  ② 登校後に J-ALART が発令された場合は、内容に応じて安全を最優先に一時

避難を行います。 


